
　

町
税
の
休
日
納
税（
相
談
）窓
口

を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

日

時

　

１
月
24
日（
土
）・
25
日（
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午

　

午
後
１
時
〜
５
時

場　
　

所　

　

役
場　
収
納
課

※
正
面
玄
関
は
閉
ま
っ
て
い
ま
す

の
で
、
東
側
通
用
口
か
ら
お
入

り
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　
収
納
課

　

内
線
１
２
２
・
１
２
３

　

津
島
税
務
署
で
は
、
所
得
税
、

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
贈

与
税
の
確
定
申
告
会
場
を
次
の
と

お
り
開
設
し
ま
す
。

開
設
期
間

　

２
月
13
日（
金
）

　

〜
３
月
16
日（
月
）

　

こ
の
期
間
、
津
島
税
務
署
に
は

相
談
会
場
を
設
け
て
い
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
土
日
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

２
月
22
日（
日
）・
３
月
１
日（
日
）

に
限
り
開
設
し
ま
す
。

開
設
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

場　
　

所

　

津
島
商
工
会
議
所

　

津
島
市
立
込
町
４
丁
目
１
４
４

番
地

問
い
合
わ
せ
先

　

津
島
税
務
署

　

☎
０
５
６
７（
２
６
）２
１
６
１

　

平
成
20
年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン
等

を
利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新

築
・
購
入
・
増
改
築
さ
れ
た
方
を

対
象
に
所
得
税
の「
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
」を
受
け
る
た
め
の

説
明
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
。
必
要
書
類
を
持
参
の
う
え
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日

時

　

１
月
26
日（
月
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

場　
　

所

　

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー　
２
階

　

選
手
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室

必
要
書
類

　

源
泉
徴
収
票
・
住
民
票
の
写
し
・

登
記
事
項
証
明
書
・
年
末
残
高
証

明
書
・
売
買
契
約
書
、
工
事
請
負

契
約
書
等
・
還
付
金
の
振
込
口
座

が
分
か
る
も
の
・
印
鑑

※
売
買
契
約
書
、
工
事
請
負
契
約

書
等
の
み
原
本
と
コ
ピ
ー
を
１

部
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、

右
記
以
外
の
書
類
が
必
要
な
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
事

前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

津
島
税
務
署

　

☎
０
５
６
７（
２
６
）２
１
６
１

　

償
却
資
産
と
は
、法
人
や
個
人

が
事
業
を
営
む
た
め
に
所
有
し
て

い
る
構
築
物（
駐
車
場
の
舗
装
・

塀
・
看
板
等
）、機
械
お
よ
び
装
置

（
旋
盤
・
電
気
設
備
等
）、工
具
・
器

具
お
よ
び
備
品（
パ
ソ
コ
ン
・
机
・

陳
列
棚
等
）な
ど
の
事
業
用
資
産

で
す
。
こ
れ
ら
の
資
産
を
所
有
し

て
い
る
方
は
、
１
月
１
日
現
在
の

所
有
状
況
を
２
月
２
日（
月
）ま
で

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
20
年
度
の
税
制
改

正
で
、「
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年

数
等
に
関
す
る
省
令
」が
改
正
さ

れ
、
機
械
お
よ
び
装
置
を
中
心
に

資
産
区
分
の
見
直
し
、
耐
用
年
数

の
変
更
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
平
成
21
年
度
分

の
償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）の
申

　

本
町
で
は
、
こ
れ
ま
で
不
動
産

登
記
法
第
１
１
９
条
の
取
り
扱
い

に
準
じ
、
土
地
台
帳
な
ど
を
閲
覧

に
供
し
て
い
ま
し
た
が
、
土
地
な

ど
の
所
有
者
の
方
々
の
個
人
情
報

保
護
等
の
た
め
平
成
21
年
４
月
１

日
か
ら
登
記
事
項
の
う
ち
所
在

地
・
地
目
・
地
積
等
を
記
載
し
た

天王通り

津　島
税務署

文化
会館

海
部
総
合
庁
舎

津
島
警
察
署

津島市役所

天
王
川
公
園

津
島
神
社

至弥富

至名古屋至一宮

至
名
古
屋

津島商工会議所

県道名古屋津島線

津
島
駅

台
帳
の
閲
覧
に
変
更
し
ま
す
。

　

今
後
、
土
地
・
家
屋
の
所
有
者

な
ど
の
確
認
は
名
古
屋
法
務
局
津

島
支
局
の
閲
覧
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　
税
務
課

　

内
線
１
７
８
・
１
７
９　

※
登
記
事
項
の
確
認
に
つ
い
て

　

名
古
屋
法
務
局　
津
島
支
局

　

☎
０
５
６
７（
２
６
）２
４
２
３

津
島
税
務
署
か
ら
確
定
申
告

会
場
開
設
の
お
知
ら
せ

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」

説
明
会

土
地
・
家
屋
の
閲
覧
台
帳

の
変
更
に
つ
い
て

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）

の
申
告
に
つ
い
て

休
日
納
税（
相
談
）

窓
口
を
開
設

告
か
ら
耐
用
年
数
改
正
に
該
当
す

る
資
産
を
お
持
ち
の
方
は
、
改
正

後
の
耐
用
年
数
を
用
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　
税
務
課

　

内
線
１
７
８
・
１
７
９

•名鉄津島駅より徒歩20分　•津島市役所より北へ徒歩３分
•最寄りのバス停　津島市役所前（市役所南）
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